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Ⅰ 検査目的及び項目 

本検査は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年

法律第１６６号）第４３条の３の１１第１項に基づき、実用発電用原子炉の設置、

運転等に関する規則（昭和５３年通商産業省令第７７号）第１６条の表の上欄に掲

げる工事の工程に係る同表の下欄に掲げる検査事項の検査を実施する上で、必要な

事項として、申請者により実施されるその他発電用原子炉の附属施設の工事及び検

査に係る保安活動が、認可した工事計画に定められた品質管理の方法等に関する事

項に従い行われていることを、以下の項目について確認するものである。 

なお、申請者の品質管理の実施状況については、保安検査、定期安全管理審査に

おいても同様に確認していることから、重複を避け、使用前検査対象範囲の工事に

係る品質管理の方法及びその検査のための組織に重点をおいて確認するものである。 

 

１ 品質管理の方法等に関する検査 

（１）品質保証の実施に係る組織 

（２）保安活動の計画 

（３）保安活動の実施 

（４）保安活動の評価 

（５）保安活動の改善 

 

Ⅱ 検査場所 

関西電力株式会社大飯発電所 

福井県大飯郡おおい町大島 

 

Ⅲ 検査範囲 

１ 検査対象施設及び範囲 

工事に係る品質管理の方法等に関する事項 

大飯発電所第３号機 

  発電用原子炉施設 

その他発電用原子炉の附属施設 

 非常用電源設備 
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２ 工事計画認可関係 

認可番号 

（認可年月日） 

原規規発第 1902202 号 

（平成３１年２月２０日） 

上記以降の変更については、検査時に使用前検査申請書の変更申請により確認する。 

 

Ⅳ 検査方法 

１  共通事項  
（１）使用前検査申請書の確認  

①  検査前確認事項  
a 本検査に係る使用前検査申請書（変更申請を含む。）が準備されているこ

とを確認する。 

b 検査をする工事の工程、期日及び場所が申請書どおりであることを確認す

る。 

c 工事計画の認可番号の記載が適切であることを確認する。  
 

２ 検査前確認事項 

法令、規格、工事計画、申請者の規程類、申請者の品質記録及びエビデンスが

準備されていることを確認する。 

 

３ 検査手順 

工事計画に記載された各施設の工事及び検査に係る保安活動が、認可した工事

計画に定められた品質管理の方法等に関する事項に従い行われていることを、Ⅰ

の「１ 品質管理の方法等に関する検査」に記載した各事項について、品質記録、

聞き取り等により確認する。具体的に確認する事項は、別紙１「品質管理の方法

等に関する確認事項」に示す。 

 

Ⅴ 判定基準 

工事及び検査に係る保安活動が、認可した工事計画に定められた品質管理の方法

等に関する事項に従って行われていること。 
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別紙１ 

品質管理の方法等に関する確認事項 

 

１ 品質保証の実施に係る組織 

・工事及び検査に係る必要な人的資源、インフラストラクチャー及び作業環境

が確保され、申請者部門間及び供給者との間の責任及び権限が明確にされ、

体制の構築、情報伝達等が工事計画に従って行われていること。 

・供給者の選定や管理が工事計画に従って行われていること。 

 

２ 保安活動の計画 

・工事及び検査に係る法令、仕様等の要求事項及び１の組織体制等が申請者関

係部門及び供給者に明確にされ、対象設備について全体工程や各工程段階に

おける監視、測定、検証、妥当性確認、試験及び検査が漏れなく実施される

よう計画（手順や合否判定基準を含む。）が定められていること。 

・１の供給者（調達物品や役務を含む。）の管理方法についても工事計画に従

って定められていること。 

 

３ 保安活動の実施 

・工事及び検査が２の計画に従って漏れなく実施されていること。また、調達

物品や役務に係る各工程段階における監視、測定、検証、妥当性確認、試験

及び検査についても工事計画に従って行われていること。 

 

４ 保安活動の評価 

・調達物品や役務、原子炉施設が要求事項に適合していることを実証するため、

２の計画に従って漏れなく監視、測定、試験及び検査が行われていることを

評価していること。また、不適合が発生した場合の処置、供給者から申請者

への報告についても１の組織体制及び２の計画に従って行われていること。 

 

５ 保安活動の改善 

・予防処置又は不適合に対する是正処置を通じて、品質管理の方法等の継続的

改善が実施されていること。 
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別紙２ 
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使用前検査成績書 
 

 

施 設 名：その他発電用原子炉の附属施設 

 

系 統 名：非常用電源設備 

 

要領書番号：原規規収第 1903111 号 01 

 

 

 

 

  年  月 

原子力規制委員会 
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使用前検査成績書 

 

１ 発電所名     関西電力株式会社大飯発電所第３号機 

 

２ 検査の種類    品質管理の方法等に関する使用前検査 

 

３ 検査申請     使用前検査申請番号 

関原発第２０５号（平成２９年８月２８日） 

 

 

 

 

４ 検査期日     自      年  月  日 

至      年  月  日 

 

５ 検査場所     関西電力株式会社大飯発電所 

福井県大飯郡おおい町大島 

 

６ 検査範囲    工事に係る品質管理の方法等に関する事項 

大飯発電所第３号機 

発電用原子炉施設 

その他発電用原子炉の附属施設 

 非常用電源設備 

 

７ 検査結果 

 

 

 

８ 添付資料    使用前検査記録 

１ 検査前確認事項 

          ２ 品質管理の方法等に関する検査 

          ３ 使用前検査において確認した関連文書一覧表
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９ 検査実施者 

検査年月日 原子力施設検査官 印 検査立会責任者 印 特記事項 

     年 

月  日 

 
主任技術者 

 

 

 

 

 

 

     年 

月  日 

 
主任技術者 

 

 

 

 

 

 

     年 

月  日 

 
主任技術者 
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添付資料１－１  

大飯発電所第３号機 使用前検査記録 

検査前確認事項 
共通事項  
 使用前検査申請書の確認  

確認事項  確認方法  検査年月日  結果  備考  

本 検 査 に 係 る 使 用

前検査申請書（変更

申請を含む。）が準

備されていること。  

記録確認  

平成  年  
月  日  

 
使用前検査成績書の「３検

査申請」に申請番号（変更

申請番号を含む。）を記載

する。  
平成  年  

月  日  
 

平成  年  
月  日  

 

検 査 を す る 工 事 の

工程、期日及び場所

が 申 請 書 ど お り で

あること。  

記録確認  

平成  年  
月  日  

 
 
 

平成  年  
月  日  

 
 
 

平成  年  
月  日  

 
 
 

工 事 計 画 の 認 可 番

号 の 記 載 が 適 切 で

あること。  
記録確認  

平成  年  
月  日  

 
 

平成  年  
月  日  

 
 

平成  年  
月  日  
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添付資料１－２ 

大飯発電所第３号機 使用前検査記録 

検査前確認事項 

 

 

検査項目：品質管理の方法等に関する検査 

確認事項 検査年月日 結果 備考 

法令、規格、工事計画、申

請者の規程類、申請者の品

質記録及びエビデンスが準

備されていること。 

   年 

月  日 
 

 

 

   年 

月  日 
 

 

 

   年 

月  日 
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添付資料２ 

大飯発電所第３号機 

使用前検査記録 

品質管理の方法等に関する検査 

検査場所：関西電力株式会社大飯発電所 

検査範囲：工事に係る品質管理の方法等に関する事項 

大飯発電所第３号機 

発電用原子炉施設 

その他発電用原子炉の附属施設 

 非常用電源設備 

判定基準 検査年月日 
検査 

結果 

工事及び検査に係る保安活動が、認可した工事計画に定め

られた品質管理の方法等に関する事項に従って行われて

いること。 

   年 

月  日 
 

総
合
所
見 

 

 

 

 

 

品
質
管
理
の
方
法
等
に
関
す
る
所
見 

１ 品質保証の実施に係る組織 

 

２ 保安活動の計画 

 

３ 保安活動の実施 

 

４ 保安活動の評価 

 

５ 保安活動の改善 

 

備 考 
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添付資料３ 

大飯発電所第３号機 使用前検査記録 

 

使用前検査において確認した関連文書一覧表 
 

関連文書の名称等 備考 

１ 品質保証の実施に係る組織 

 

 

 

２ 保安活動の計画 

 

 

 

３ 保安活動の実施 

 

 

 

４ 保安活動の評価 

 

 

 

５ 保安活動の改善 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

関西電力株式会社 

大飯発電所第３号機 
 

 

基本設計方針に係る 

使用前検査実施要領書 
 

 

 

 

 

施 設 名 ：その他発電用原子炉の附属施設 

 

系 統 名 ：非常用電源設備 

 

要領書番号 ：原規規収第1903111号 02 

 

 

 

 

 

 

平成３１年４月 

原子力規制委員会



改訂履歴 

 

関西電力株式会社大飯発電所第３号機 

 

基本設計方針に係る使用前検査 

 

施 設 名：その他発電用原子炉の附属施設 

要領書番号：原規規収第1903111 号 02 

 

回 年 月 日 改訂箇所、改訂内容及び改訂理由 

－ 平成３１年４月１０日 制定 
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Ⅰ 検査目的及び項目 

本検査は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１

６６号）第４３条の３の１１第１項に基づき、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規

則（昭和５３年通商産業省令第７７号）第１６条の検査として、その他発電用原子炉の附属

施設に属する設備や機器が、認可した工事計画の基本設計方針に従い製作され、据付けさ

れ、所定の性能を有しており、原子力規制委員会規則で定める技術基準（※）に適合するも

のであることを以下の項目により確認するものである。 

 

１ 基本設計方針に係る検査 

※：原子力規制委員会規則で定める技術基準とは、「実用発電用原子炉及びその附属施

設の技術基準に関する規則（平成25年原子力規制委員会規則第６号。以下「技術

基準」という。）｣である。 

 

Ⅱ 検査場所 

関西電力株式会社大飯発電所 

福井県大飯郡おおい町大島 

 

Ⅲ 検査範囲 

１ 検査対象施設及び範囲 

検査対象施設及び範囲は、大飯発電所第３号機の発電用原子炉施設のうち、その他発電

用原子炉の附属施設 非常用電源設備の基本設計方針とする。 

 

２ 工事計画認可・届出関係 

認可番号 

（認可年月日） 

原規規発第1902202号 

（平成３１年２月２０日） 

上記以降の変更については、検査時に使用前検査申請書の変更申請により確認する。 

 

Ⅳ 検査方法 

１ 共通事項 

（１）使用前検査申請書の確認 

① 検査前確認事項 

a 本検査に係る使用前検査申請書（変更申請を含む。）が準備されていることを確認す

る。 

     b 検査をする工事の工程、期日及び場所が申請書どおりであることを確認する。 

c 工事計画の認可番号の記載が適切であることを確認する。 
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２ 基本設計方針に係る検査 

（１）検査前確認事項 

① 申請者の品質記録及びエビデンスが準備されていることを確認する。 

② 基準適合性を確保するための設計結果と適合性確認状況一覧表（様式－８）が作成

され、申請者の適合性確認検査において漏れなく確認されていることを確認する。 

（２）検査手順 

品質管理の方法等に関する検査事項の状況を踏まえ、下記の事項について、申請者が実

施した検査記録及び工事管理記録により別紙２の観点で包括的に確認する。また、確認

した検査記録と現物の状態が一致しているか否かの観点から現物を抜取りで確認する。  

① 保安活動に係る実施要領書の適切性 

② 保安活動に係る要員の適切性 

③ 保安活動に係る計測・測定機器の適切性 

④ 保安活動に係る調達管理の適切性 

⑤ 保安活動の内容（工事管理実績）の適切性 

⑥ 保安活動の結果判定（検査実績）の適切性 

 

なお、「保安活動」とは、申請者が工事計画の基本設計方針に従い実施する工事及び検

査に係る活動をいう。 

 

Ⅴ 判定基準 

保安活動が基本設計方針に従って行われ、設備及び機器が基本設計方針に従い製作され、

据付けされ、所定の性能を有しており、技術基準に適合するものであること。 
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確認一覧表 

施
設
名 

名称 記録確認 現場確認 備考 

そ
の
他
発
電
用
原
子
炉
の
附
属
施
設 

非常用電源設備 

基本設計方針 

個別項目 

１．非常用電源設備の電源系統 

 １．１非常用電源系統 
○ ○ 

記録確認及び現場確認ともに、左記区分に

より１箇所以上を抜取り確認する。 

       

別
紙

１
 



 

4 

別紙２ 

基本設計方針に係る検査の観点 

 

確認項目 確認事項 

実施要領書の

適切性 

・ 適合性確認検査が基本設計方針に定めた要求内容（設備の具体的設計結果

を含む。）に適合することを確認するよう計画されていること。 

・ 適合性確認検査の要領書が適切に制定又は改訂されていること。 

・ 工事計画記載事項、技術基準の条項等を明示していること。（適合性確認検

査の計画として整理した設備の具体的設計結果及び確認方法の情報を確実

に適合性確認検査要領書に反映していること。） 

・ 試験や適合性確認検査の方法及び判定基準の根拠が適切で、かつ、明確に

定められていること。（特に、既設設備の代替検査方法の適切性評価） 

・ 適合性確認検査の対象範囲は、工事計画及び技術基準の適合性を漏れなく

確認できるように設定されていること。 

・ 適合性確認検査の要領書の本文記載事項と添付資料（設備概要、工事範囲

図、試験系統図等）の対象範囲が整合していること。 

・ 工事の全体工程の中で、各保安活動の適切な時期を設定していること。 

要員の適切性 

・ 保安活動の種類に応じ、適切な力量（資格、専門性及び経験等）を有する

要員を配置していること。 

・ 保全活動の種類に応じ、要員の適格性が確認されていること。 

計測・測定 

機器の適切性 

・ 計測・測定機器は要領書どおりのものを使用していること。 

・ 試験や社内検査の結果の判定に影響する計測・測定機器の仕様や精度は、

それぞれの目的、判定基準等に照らして適切であること。計測・測定機器

は所要のトレーサビリティがとられていること。 

・ 所要の校正・有効性確認を行い、識別された計測・測定機器を使用し、記

録を保管していること。 

調達管理の適

切性 

・ 申請者が要求事項を明確にし、レビュー及び検証後、調達先に提示してい

ること。 

・ 申請者は、調達先に記録提出を求め、計画どおり調達製品等と要求事項と

の検証を行っていること。 

・ 検証結果の記録を適切に管理していること。 
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確認項目 確認事項 

内容（工事管

理実績）の適

切性 

・ 最新の要領書に従って保安活動を実施していること。 

・ 保安活動実施前に、必要な事項（前工程の終了、前提条件の成立等）を確

認していること。 

・ 試験や社内検査の回路、系統の構成等は、要領書どおりで、目的に照らし

て適切であること。 

・ データの測定時期及び測定点は、要領書どおりで適切であること。 

・ 測定データの有効桁数の処理は、判定基準との関連で適切であること。 

・ 要領書で定められた保安活動の対象範囲と被確認物が一致していること。 

・ 要領書に定められた検査方法（設備の具体的設計結果に適合していること

を確認する方法）に従い適合性確認検査が行われていること。 

・ 適合性確認を行ったエビデンスが整理され、容易に提示できること。 

結果の判定

（検査実績）

の適切性 

・ 保安活動の結果を要領書の判定基準に照らして適切に判定していること。 

・ 工事計画及び技術基準に適合することを評価し、組織として承認している

こと。 

・ 保安活動の結果の記録を作成、承認及び保管していること。 

・ 不適合があった場合、不適合管理の手続きに沿った対応が行われているこ

と。 
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別紙３ 

 

 

 

 

 

関西電力株式会社 

大飯発電所第３号機 
 

 

基本設計方針に係る 

使用前検査成績書 
 

 

 

 

 

施 設 名 ：その他発電用原子炉の附属施設 

 

系 統 名 ：非常用電源設備 

 

要領書番号 ：原規規収第1903111号 02 

 

 

 

 

 

 

    年  月 

原子力規制委員会
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使用前検査成績書 

 

１ 発電所名   関西電力株式会社大飯発電所第３号機 

 

２ 検査の種類  基本設計方針に係る使用前検査 

 

３ 検査申請   使用前検査申請番号 

関原発第５６８号（平成３１年３月１１日） 

 

 

 

４ 検査期日   自     年  月  日 

         至     年  月  日 

 

５ 検査場所    関西電力株式会社大飯発電所 

福井県大飯郡おおい町大島 

 

６ 検査範囲   大飯発電所第３号機 

発電用原子炉施設 

その他発電用原子炉の附属施設 

 非常用電源設備 

基本設計方針 

 

７ 検査結果   検査実施者及び検査結果一覧表のとおり 
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検査実施者及び検査結果一覧表 

 

８ 特記事項 

 

 

９ 添付資料 使用前検査記録 

１ 検査前確認事項 

２ 確認結果一覧表

検査項目 
検査 

結果 
原子力施設検査官  検査立会責任者 

基本設計方針に係る検査  

    年  月  日     年  月   日 

 

 

 

             

印 

 

 

 

             

印 

 

 

主任技術者 

 

 

             

印 
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添付資料１－１ 

大飯発電所第３号機 使用前検査記録 

検査前確認事項 

共通事項 

 使用前検査申請書の確認 

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備考 

本検査に係る使用前検

査申請書（変更申請を

含む。）が準備されてい

ること。 

記録確認 

平成  年 

月  日 
 

使用前検査成績書の「３検査

申請」に申請番号（変更申請

番号を含む。）を記載する。 平成  年 

月  日 
 

平成  年 

月  日 
 

検査をする工事の工

程、期日及び場所が申

請書どおりであるこ

と。 

記録確認 

平成  年 

月  日 
 

 

 

平成  年 

月  日 
 

 

 

平成  年 

月  日 
 

 

 

工事計画の認可番号の

記載が適切であるこ

と。 

記録確認 

平成  年 

月  日 
 

 

平成  年 

月  日 
 

 

平成  年 

月  日 
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添付資料１－２ 

 

大飯発電所第３号機 使用前検査記録 

検査前確認事項 

 

 

基本設計方針に係る検査 

確認事項 検査年月日 結果 備考 

申請者の品質記録及びエ

ビデンスが準備されてい

ること。 

   年 

    月  日 
  

   年 

    月  日 
  

   年 

    月  日 
  

基準適合性を確保するた

めの設計結果と適合性確

認状況一覧表（様式－８）

が作成され、申請者の適合

性確認検査において漏れ

なく確認されていること。 

   年 

    月  日 
  

   年 

    月  日 
  

   年 

    月  日 
  

 



 

 

1
1
 

大飯発電所第３号機 使用前検査記録 

確認結果一覧表 

検査年月日：    年  月  日   

施
設
名 

機器等の名称 

（設備区分） 
確認した基本設計方針 

記録確認した適合性確認 

検査要領書、成績書等 
現場確認した設備等 

 

確認結果 

 

そ
の
他
発
電
用
原
子
炉
の
附
属
施
設 

非常用電源設備 

１．非常用電源設

備の電源系統 

１．１非常用電

源系統 

 

   

 

添
付

資
料

２
 



   
 

 

 

 

 

関西電力株式会社 

大飯発電所第３号機 
 

品質管理の方法等に関する 

使用前検査実施要領書 
 

 

施 設 名：その他発電用原子炉の附属施設 

 

系 統 名：常用電源設備 

 

要領書番号：原規規収第 1903111 号 03 

 

 

 

 

平成３１年４月 

原子力規制委員会 



   

改訂履歴 

 

関西電力株式会社大飯発電所第３号機 

 

品質管理の方法等に関する使用前検査 

 

施 設 名：その他発電用原子炉の附属施設 

要領書番号：原規規収第 1903111 号 03 

 

回 年 月 日 改訂箇所、改訂内容及び改訂理由 

－ 平成３１年４月１０日 制定 



   

目  次 

                                     頁 

 

Ⅰ 検査目的及び項目  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

Ⅱ 検査場所  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

Ⅲ 検査範囲  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２ 

Ⅳ 検査方法  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２ 

Ⅴ 判定基準  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２ 

 

別紙１ 品質管理の方法等に関する確認事項  ・・・・・・・・・・・・・  ３ 

別紙２ 使用前検査成績書  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４ 

 

（最終頁 １０） 
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Ⅰ 検査目的及び項目 

本検査は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年

法律第１６６号）第４３条の３の１１第１項に基づき、実用発電用原子炉の設置、

運転等に関する規則（昭和５３年通商産業省令第７７号）第１６条の表の上欄に掲

げる工事の工程に係る同表の下欄に掲げる検査事項の検査を実施する上で、必要な

事項として、申請者により実施されるその他発電用原子炉の附属施設の工事及び検

査に係る保安活動が、認可した工事計画に定められた品質管理の方法等に関する事

項に従い行われていることを、以下の項目について確認するものである。 

なお、申請者の品質管理の実施状況については、保安検査、定期安全管理審査に

おいても同様に確認していることから、重複を避け、使用前検査対象範囲の工事に

係る品質管理の方法及びその検査のための組織に重点をおいて確認するものである。 

 

１ 品質管理の方法等に関する検査 

（１）品質保証の実施に係る組織 

（２）保安活動の計画 

（３）保安活動の実施 

（４）保安活動の評価 

（５）保安活動の改善 

 

Ⅱ 検査場所 

関西電力株式会社大飯発電所 

福井県大飯郡おおい町大島 

 

Ⅲ 検査範囲 

１ 検査対象施設及び範囲 

工事に係る品質管理の方法等に関する事項 

大飯発電所第３号機 

  発電用原子炉施設 

その他発電用原子炉の附属施設 

 常用電源設備 
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２ 工事計画認可関係 

認可番号 

（認可年月日） 

原規規発第 1902202 号 

（平成３１年２月２０日） 

 上記以降の変更については、検査時に使用前検査申請書の変更申請により確認する。 

 

Ⅳ 検査方法 

１  共通事項  
（１）使用前検査申請書の確認  

①  検査前確認事項  
a 本検査に係る使用前検査申請書（変更申請を含む。）が準備されているこ

とを確認する。 

b 検査をする工事の工程、期日及び場所が申請書どおりであることを確認す

る。 

c 工事計画の認可番号の記載が適切であることを確認する。  
 

２ 検査前確認事項 

法令、規格、工事計画、申請者の規程類、申請者の品質記録及びエビデンスが

準備されていることを確認する。 

 

３ 検査手順 

工事計画に記載された各施設の工事及び検査に係る保安活動が、認可した工事

計画に定められた品質管理の方法等に関する事項に従い行われていることを、Ⅰ

の「１ 品質管理の方法等に関する検査」に記載した各事項について、品質記録、

聞き取り等により確認する。具体的に確認する事項は、別紙１「品質管理の方法

等に関する確認事項」に示す。 

 

Ⅴ 判定基準 

工事及び検査に係る保安活動が、認可した工事計画に定められた品質管理の方法

等に関する事項に従って行われていること。 
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別紙１ 

品質管理の方法等に関する確認事項 

 

１ 品質保証の実施に係る組織 

・工事及び検査に係る必要な人的資源、インフラストラクチャー及び作業環境

が確保され、申請者部門間及び供給者との間の責任及び権限が明確にされ、

体制の構築、情報伝達等が工事計画に従って行われていること。 

・供給者の選定や管理が工事計画に従って行われていること。 

 

２ 保安活動の計画 

・工事及び検査に係る法令、仕様等の要求事項及び１の組織体制等が申請者関

係部門及び供給者に明確にされ、対象設備について全体工程や各工程段階に

おける監視、測定、検証、妥当性確認、試験及び検査が漏れなく実施される

よう計画（手順や合否判定基準を含む。）が定められていること。 

・１の供給者（調達物品や役務を含む。）の管理方法についても工事計画に従

って定められていること。 

 

３ 保安活動の実施 

・工事及び検査が２の計画に従って漏れなく実施されていること。また、調達

物品や役務に係る各工程段階における監視、測定、検証、妥当性確認、試験

及び検査についても工事計画に従って行われていること。 

 

４ 保安活動の評価 

・調達物品や役務、原子炉施設が要求事項に適合していることを実証するため、

２の計画に従って漏れなく監視、測定、試験及び検査が行われていることを

評価していること。また、不適合が発生した場合の処置、供給者から申請者

への報告についても１の組織体制及び２の計画に従って行われていること。 

 

５ 保安活動の改善 

・予防処置又は不適合に対する是正処置を通じて、品質管理の方法等の継続的

改善が実施されていること。 
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別紙２ 

 

 

 

 

関西電力株式会社 

大飯発電所第３号機 
 

品質管理の方法等に関する 

使用前検査成績書 
 

 

施 設 名：その他発電用原子炉の附属施設 

 

系 統 名：常用電源設備 

 

要領書番号：原規規収第 1903111 号 03 

 

 

 

 

  年  月 

原子力規制委員会 
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使用前検査成績書 

 

１ 発電所名     関西電力株式会社大飯発電所第３号機 

 

２ 検査の種類    品質管理の方法等に関する使用前検査 

 

３ 検査申請     使用前検査申請番号 

関原発第２０５号（平成２９年８月２８日） 

 

 

 

 

４ 検査期日     自      年  月  日 

至      年  月  日 

 

５ 検査場所     関西電力株式会社大飯発電所 

福井県大飯郡おおい町大島 

 

６ 検査範囲    工事に係る品質管理の方法等に関する事項 

大飯発電所第３号機 

発電用原子炉施設 

その他発電用原子炉の附属施設 

 常用電源設備 

 

７ 検査結果 

 

 

 

８ 添付資料    使用前検査記録 

１ 検査前確認事項 

          ２ 品質管理の方法等に関する検査 

          ３ 使用前検査において確認した関連文書一覧表
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９ 検査実施者 

検査年月日 原子力施設検査官 印 検査立会責任者 印 特記事項 

     年 

月  日 

 
主任技術者 

 

 

 

 

 

 

     年 

月  日 

 
主任技術者 

 

 

 

 

 

 

     年 

月  日 

 
主任技術者 
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添付資料１－１  

大飯発電所第３号機 使用前検査記録 

検査前確認事項 
共通事項  
 使用前検査申請書の確認  

確認事項  確認方法  検査年月日  結果  備考  

本 検 査 に 係 る 使 用

前検査申請書（変更

申請を含む。）が準

備されていること。  

記録確認  

平成  年  
月  日  

 
使用前検査成績書の「３検

査申請」に申請番号（変更

申請番号を含む。）を記載

する。  
平成  年  

月  日  
 

平成  年  
月  日  

 

検 査 を す る 工 事 の

工程、期日及び場所

が 申 請 書 ど お り で

あること。  

記録確認  

平成  年  
月  日  

 
 
 

平成  年  
月  日  

 
 
 

平成  年  
月  日  

 
 
 

工 事 計 画 の 認 可 番

号 の 記 載 が 適 切 で

あること。  
記録確認  

平成  年  
月  日  

 
 

平成  年  
月  日  

 
 

平成  年  
月  日  
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添付資料１－２ 

大飯発電所第３号機 使用前検査記録 

検査前確認事項 

 

 

検査項目：品質管理の方法等に関する検査 

確認事項 検査年月日 結果 備考 

法令、規格、工事計画、申

請者の規程類、申請者の品

質記録及びエビデンスが準

備されていること。 

   年 

月  日 
 

 

 

   年 

月  日 
 

 

 

   年 

月  日 
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添付資料２ 

大飯発電所第３号機 

使用前検査記録 

品質管理の方法等に関する検査 

検査場所：関西電力株式会社大飯発電所 

検査範囲：工事に係る品質管理の方法等に関する事項 

大飯発電所第３号機 

発電用原子炉施設 

その他発電用原子炉の附属施設 

 常用電源設備 

判定基準 検査年月日 
検査 

結果 

工事及び検査に係る保安活動が、認可した工事計画に定め

られた品質管理の方法等に関する事項に従って行われて

いること。 

   年 

月  日 
 

総
合
所
見 

 

 

 

 

 

品
質
管
理
の
方
法
等
に
関
す
る
所
見 

１ 品質保証の実施に係る組織 

 

２ 保安活動の計画 

 

３ 保安活動の実施 

 

４ 保安活動の評価 

 

５ 保安活動の改善 

 

備 考 
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添付資料３ 

大飯発電所第３号機 使用前検査記録 

 

使用前検査において確認した関連文書一覧表 
 

関連文書の名称等 備考 

１ 品質保証の実施に係る組織 

 

 

 

２ 保安活動の計画 

 

 

 

３ 保安活動の実施 

 

 

 

４ 保安活動の評価 

 

 

 

５ 保安活動の改善 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

関西電力株式会社 

大飯発電所第３号機 
 

 

基本設計方針に係る 

使用前検査実施要領書 
 

 

 

 

 

施 設 名 ：その他発電用原子炉の附属施設 

 

系 統 名 ：常用電源設備 

 

要領書番号 ：原規規収第1903111号 04 

 

 

 

 

 

 

平成３１年４月 

原子力規制委員会



改訂履歴 

 

関西電力株式会社大飯発電所第３号機 

 

基本設計方針に係る使用前検査 

 

施 設 名：その他発電用原子炉の附属施設 

要領書番号：原規規収第1903111 号 04 

 

回 年 月 日 改訂箇所、改訂内容及び改訂理由 

－ 平成３１年４月１０日 制定 
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Ⅰ 検査目的及び項目 

本検査は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１

６６号）第４３条の３の１１第１項に基づき、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規

則（昭和５３年通商産業省令第７７号）第１６条の検査として、その他発電用原子炉の附属

施設に属する設備や機器が、認可した工事計画の基本設計方針に従い製作され、据付けさ

れ、所定の性能を有しており、原子力規制委員会規則で定める技術基準（※）に適合するも

のであることを以下の項目により確認するものである。 

 

１ 基本設計方針に係る検査 

※：原子力規制委員会規則で定める技術基準とは、「実用発電用原子炉及びその附属施

設の技術基準に関する規則（平成25年原子力規制委員会規則第６号。以下「技術

基準」という。）｣である。 

 

Ⅱ 検査場所 

関西電力株式会社大飯発電所 

福井県大飯郡おおい町大島 

 

Ⅲ 検査範囲 

１ 検査対象施設及び範囲 

検査対象施設及び範囲は、大飯発電所第３号機の発電用原子炉施設のうち、その他発電

用原子炉の附属施設 常用電源設備の基本設計方針とする。 

 

２ 工事計画認可・届出関係 

認可番号 

（認可年月日） 

原規規発第1902202号 

（平成３１年２月２０日） 

  上記以降の変更については、検査時に使用前検査申請書の変更申請により確認する。 

 

Ⅳ 検査方法 

１ 共通事項 

（１）使用前検査申請書の確認 

① 検査前確認事項 

a 本検査に係る使用前検査申請書（変更申請を含む。）が準備されていることを確認す

る。 

     b 検査をする工事の工程、期日及び場所が申請書どおりであることを確認する。 

c 工事計画の認可番号の記載が適切であることを確認する。 
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２ 基本設計方針に係る検査 

（１）検査前確認事項 

① 申請者の品質記録及びエビデンスが準備されていることを確認する。 

② 基準適合性を確保するための設計結果と適合性確認状況一覧表（様式－８）が作成

され、申請者の適合性確認検査において漏れなく確認されていることを確認する。 

（２）検査手順 

品質管理の方法等に関する検査事項の状況を踏まえ、下記の事項について、申請者が実

施した検査記録及び工事管理記録により別紙２の観点で包括的に確認する。また、確認

した検査記録と現物の状態が一致しているか否かの観点から現物を抜取りで確認する。  

① 保安活動に係る実施要領書の適切性 

② 保安活動に係る要員の適切性 

③ 保安活動に係る計測・測定機器の適切性 

④ 保安活動に係る調達管理の適切性 

⑤ 保安活動の内容（工事管理実績）の適切性 

⑥ 保安活動の結果判定（検査実績）の適切性 

 

なお、「保安活動」とは、申請者が工事計画の基本設計方針に従い実施する工事及び検

査に係る活動をいう。 

 

Ⅴ 判定基準 

保安活動が基本設計方針に従って行われ、設備及び機器が基本設計方針に従い製作され、

据付けされ、所定の性能を有しており、技術基準に適合するものであること。 
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確認一覧表 

施
設
名 

名称 記録確認 現場確認 備考 

そ
の
他
発
電
用
原
子
炉
の
附
属
施
設 

常用電源設備 

基本設計方針 

個別項目 

１．２電線路の独立性及び物理的分離 ○ ○ 
記録確認及び現場確認ともに、左記区分に

より１箇所以上を抜取り確認する。 

       

別
紙

１
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別紙２ 

基本設計方針に係る検査の観点 

 

確認項目 確認事項 

実施要領書の

適切性 

・ 適合性確認検査が基本設計方針に定めた要求内容（設備の具体的設計結果

を含む。）に適合することを確認するよう計画されていること。 

・ 適合性確認検査の要領書が適切に制定又は改訂されていること。 

・ 工事計画記載事項、技術基準の条項等を明示していること。（適合性確認検

査の計画として整理した設備の具体的設計結果及び確認方法の情報を確実

に適合性確認検査要領書に反映していること。） 

・ 試験や適合性確認検査の方法及び判定基準の根拠が適切で、かつ、明確に

定められていること。（特に、既設設備の代替検査方法の適切性評価） 

・ 適合性確認検査の対象範囲は、工事計画及び技術基準の適合性を漏れなく

確認できるように設定されていること。 

・ 適合性確認検査の要領書の本文記載事項と添付資料（設備概要、工事範囲

図、試験系統図等）の対象範囲が整合していること。 

・ 工事の全体工程の中で、各保安活動の適切な時期を設定していること。 

要員の適切性 

・ 保安活動の種類に応じ、適切な力量（資格、専門性及び経験等）を有する

要員を配置していること。 

・ 保全活動の種類に応じ、要員の適格性が確認されていること。 

計測・測定 

機器の適切性 

・ 計測・測定機器は要領書どおりのものを使用していること。 

・ 試験や社内検査の結果の判定に影響する計測・測定機器の仕様や精度は、

それぞれの目的、判定基準等に照らして適切であること。計測・測定機器

は所要のトレーサビリティがとられていること。 

・ 所要の校正・有効性確認を行い、識別された計測・測定機器を使用し、記

録を保管していること。 

調達管理の適

切性 

・ 申請者が要求事項を明確にし、レビュー及び検証後、調達先に提示してい

ること。 

・ 申請者は、調達先に記録提出を求め、計画どおり調達製品等と要求事項と

の検証を行っていること。 

・ 検証結果の記録を適切に管理していること。 
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確認項目 確認事項 

内容（工事管

理実績）の適

切性 

・ 最新の要領書に従って保安活動を実施していること。 

・ 保安活動実施前に、必要な事項（前工程の終了、前提条件の成立等）を確

認していること。 

・ 試験や社内検査の回路、系統の構成等は、要領書どおりで、目的に照らし

て適切であること。 

・ データの測定時期及び測定点は、要領書どおりで適切であること。 

・ 測定データの有効桁数の処理は、判定基準との関連で適切であること。 

・ 要領書で定められた保安活動の対象範囲と被確認物が一致していること。 

・ 要領書に定められた検査方法（設備の具体的設計結果に適合していること

を確認する方法）に従い適合性確認検査が行われていること。 

・ 適合性確認を行ったエビデンスが整理され、容易に提示できること。 

結果の判定

（検査実績）

の適切性 

・ 保安活動の結果を要領書の判定基準に照らして適切に判定していること。 

・ 工事計画及び技術基準に適合することを評価し、組織として承認している

こと。 

・ 保安活動の結果の記録を作成、承認及び保管していること。 

・ 不適合があった場合、不適合管理の手続きに沿った対応が行われているこ

と。 
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別紙３ 

 

 

 

 

 

関西電力株式会社 

大飯発電所第３号機 
 

 

基本設計方針に係る 

使用前検査成績書 
 

 

 

 

 

施 設 名 ：その他発電用原子炉の附属施設 

 

系 統 名 ：常用電源設備 

 

要領書番号 ：原規規収第1903111号 04 

 

 

 

 

 

 

    年  月 

原子力規制委員会
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使用前検査成績書 

 

１ 発電所名   関西電力株式会社大飯発電所第３号機 

 

２ 検査の種類  基本設計方針に係る使用前検査 

 

３ 検査申請   使用前検査申請番号 

関原発第５６８号（平成３１年３月１１日） 

 

 

 

４ 検査期日   自     年  月  日 

         至     年  月  日 

 

５ 検査場所    関西電力株式会社大飯発電所 

福井県大飯郡おおい町大島 

 

６ 検査範囲   大飯発電所第３号機 

発電用原子炉施設 

その他発電用原子炉の附属施設 

 常用電源設備 

基本設計方針 

 

７ 検査結果   検査実施者及び検査結果一覧表のとおり 
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検査実施者及び検査結果一覧表 

 

８ 特記事項 

 

 

９ 添付資料 使用前検査記録 

１ 検査前確認事項 

２ 確認結果一覧表

検査項目 
検査 

結果 
原子力施設検査官  検査立会責任者 

基本設計方針に係る検査  

    年  月  日     年  月   日 

 

 

 

             

印 

 

 

 

             

印 

 

 

主任技術者 

 

 

             

印 
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添付資料１－１ 

大飯発電所第３号機 使用前検査記録 

検査前確認事項 

共通事項 

 使用前検査申請書の確認 

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備考 

本検査に係る使用前検

査申請書（変更申請を

含む。）が準備されてい

ること。 

記録確認 

平成  年 

月  日 
 

使用前検査成績書の「３検査

申請」に申請番号（変更申請

番号を含む。）を記載する。 平成  年 

月  日 
 

平成  年 

月  日 
 

検査をする工事の工

程、期日及び場所が申

請書どおりであるこ

と。 

記録確認 

平成  年 

月  日 
 

 

 

平成  年 

月  日 
 

 

 

平成  年 

月  日 
 

 

 

工事計画の認可番号の

記載が適切であるこ

と。 

記録確認 

平成  年 

月  日 
 

 

平成  年 

月  日 
 

 

平成  年 

月  日 
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添付資料１－２ 

 

大飯発電所第３号機 使用前検査記録 

検査前確認事項 

基本設計方針に係る検査 

確認事項 検査年月日 結果 備考 

申請者の品質記録及びエ

ビデンスが準備されてい

ること。 

  年 

    月  日 
  

  年 

    月  日 
  

  年 

    月  日 
  

基準適合性を確保するた

めの設計結果と適合性確

認状況一覧表（様式－８）

が作成され、申請者の適合

性確認検査において漏れ

なく確認されていること。 

  年 

    月  日 
  

  年 

    月  日 
  

  年 

    月  日 
  

 



 

 

1
1
 

大飯発電所第３号機 使用前検査記録 

確認結果一覧表 

検査年月日：    年  月  日   

施
設
名 

機器等の名称 

（設備区分） 
確認した基本設計方針 

記録確認した適合性確認 

検査要領書、成績書等 
現場確認した設備等 

 

確認結果 

 

そ
の
他
発
電
用
原
子
炉
の
附
属
施
設 

常用電源設備 

１. ２電線路の独立

性及び物理的分離 

    

 

添
付

資
料

２
 


